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平成３０年度から年間６回程度、小中一貫の日として各中学校区において教職員が一

堂に会し、研修を行っています。部会の取組や決定したことなどは、各学校で共有しな

がら進めていきましょう。

※小中一貫の日は「家庭学習の日」とし、児童生徒は一斉下校としています。

〇 小中一貫の日で行う児童生徒指導部会の取組例

※成果や課題を確認する方法について、 P(Plan)の段階で見通しを立てます。

小中一貫教育推進シート（部会ごとに作成）

参考資料２

P

D

C

A

児童生徒の実態をもとに「あいさつの日常化」を目指した具体的な取組を計画する。

各学校区で共通の取組を実践していく。

定期的に取組状況を小中で相互に確認し合う。また成果や課題を確認する。

日常化されていれば、次の取組へ。改善が必要であれば、方法を見直して継続する。

〇各部会で見取った児童生徒の実態をもとに、

ねらいを設定します。

〇取組を記入し、A～Dの４つの視点との関連

を確認します。

〇年間活動計画を立てます。

〇年度末には、成果・課題をまとめ、次年度

へつなげます。
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各中学校区において、研究してきた内容を資料として蓄積したり、各学校の年間指導

計画等へ反映をしたりして、教職員間で共通理解を図っていくことが大切です。

例１）指導改善を年間指導計画等に位置付ける

（『小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引き』 H28.12.26 文部科学省 より抜粋）

※日々の授業改善にどのように反映させるのか、

具体的な活用方法を考えていきましょう。

例２）中学校区の「目指す子ども像」を、総合的な学習の時間の全体計画に位置付ける

〇各学校区で設定した目指す子ども像を全体計画に位置付け、各学校で定める目標の

達成を目指し、「探究課題」や「育成を目指す具体的な資質・能力」を設定します。

〇学力調査等の合同分析を踏まえた指導の改善

「全国学力・学習状況調査」や県の学力調査の結果を小中合同で分析する取組が広

がっています。例えば、小６や中３で正答率の低い問題を洗い出し、当該問題を正答

するために、下学年のどのような学習内容が定着していないといけないのかを分析

し、授業改善・補充指導の在り方について検討する会議を行うことが考えられます。

＜具体的な取組＞

・各学年で必要な学力がどの程度定着しているかを確認する調査を行い、課題の大き

かった学年の練習問題を、それ以降の学年に配付し復習問題として活用する。

・小学校と中学校の教員が、指導に関して合同で研修を行う。

・年間指導計画等へ記入する。（単元計画に、復習する時期を記入しておくなど。）

・合同研修会等で指導法について共通理解したことを可視化し、日々の授業で活用で

きるようにする。

年間指導計画等への位置付け

指導改善



- 19 -

＜総合的な学習の時間全体計画＞
中学校区の「目指す子ども像」、

重点項目を位置付けます。

テーマを共有し、中学校区で共通に取り組め

ることについて考えることも大切です。

重点項目に関連する観点や評価規準

についても共有します。

重点項目に関連した指導方法や評価方法等を共有し、到達目標

（具体的な子どもの姿）について話し合うことが大切です。


